
  
 

一

 
 

 

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 
 

 

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
」
を
「
、
平
成
二
十
七
年
か
ら
平
成
三
十
六
年
ま
で
の
間
の
各
年
の
四
月

一
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
日
」
を
「
当
該
基
準
日
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
各
号
の
一
」
を

「
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
」
を
「
当
該
基
準
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
次
の
各
号
の
一
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
、
「
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
」
を
「
、
当
該
基
準
日
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
」
を
「
当
該
基
準
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
一
項
各
号
の
一
」
を
「
第

一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
二
中
「
前
条
第
三
項
各
号
の
一
」
を
「
前
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
、
「
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
」
及

び
「
同
日
」
を
「
当
該
基
準
日
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
三
第
一
項
中
「
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
」
及
び
「
同
日
」
を
「
当
該
基
準
日
」
に
改
め
る
。 



 

  
 

二

 
第
三
条
た
だ
し
書
中
「
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
」
を
「
当
該
基
準
日
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 
特
別
弔
慰
金
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
基
準
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
十
五
日
に
支
払

う
。 

 

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
特
別
弔
慰
金
の
額
） 

第
五
条 

特
別
弔
慰
金
の
額
は
、
死
亡
し
た
者
一
人
に
つ
き
五
万
円
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
後
段
を
削
る
。 

 

第
十
一
条
中
「
及
び
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
」
を
削
る
。 

 

第
十
二
条
第
二
項
中
「
及
び
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
を
担
保
と
す
る
金
銭
の
貸
借
に
関
す
る
書
類
」
を
削
る
。 

 

第
十
三
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
特
別
弔
慰
金
の
返
還
の
免
除
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
国
債
の
償
還
金
」
及
び
「
生
存
の
事
実
が
判
明
し
た
日
ま
で
に
す
で
に
支
払
わ
れ
て
い
た
当
該
国
債
の
償
還
金
」
を
「
特
別

弔
慰
金
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
の
償
還
金
」
を
「
特
別
弔
慰
金
」
に
、
「
前
項
の
」

を
「
同
項
の
」
に
改
め
る
。 



  
 

三

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
弔
慰
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


